
平成１４年(ワ)第２２４３３号　損害賠償等請求事件〔甲事件〕
平成１５年(ワ)第４５６４号　損害賠償等請求事件〔乙事件〕
口頭弁論終結日　平成１６年９月１５日
　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　　 甲事件原告兼乙事件被告　　　 株式会社オビツ製作所（以下「原告とい
う。）
　　 訴訟代理人弁護士　　　       田見高秀
　　 同　     　　　　　　　　　　上野格
　　 甲事件被告兼乙事件原告 　　　株式会社ボークス（以下「被告という。）
　　 訴訟代理人弁護士　       　　坂田均
　　 同　　　　　　　 　　　　　　草地邦晴
　                    主　　　　　　　文
    １　被告は，原告に対し，金４００万円及びこれに対する平成１４年１１月１
１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    ２　原告のその余の請求を棄却する。
    ３　被告の請求をいずれも棄却する。
    ４　訴訟費用は，甲事件及び乙事件を通じてこれを５分し，その４を被告の負
担とし，その余は原告の負担とする。
    ５　この判決は，主文１項に限り仮に執行することができる。
　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
  〔甲事件〕
  　１　被告は，原告に対し，金７４８０万円及びこれに対する平成１４年１１月
１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
    ２　被告は，「原告のなす別紙製品目録記載の製品の製造販売行為は不正競争
行為である」旨を需要者その他の取引関係者に対して口頭又は文書により宣伝し陳
述してはならない。
  　３　被告は，原告に対して，別紙陳述内容目録記載の陳述をしなければならな
い。
  〔乙事件〕
  　１　原告は，被告に対し，金６６９６万円及びこれに対する平成１４年１２月
１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
  　２　原告は，別紙第１目録記載の女性ドール用素体を製造し，販売し，又は販
売のために展示してはならない。
第２　事案の概要
　〔甲事件〕
　　　原告は，被告に対し，被告の取締役が，業務の過程で，原告の取引先の社員
に対して，後記原告商品は，後記被告商品に類似するので，原告及び原告と取引を
している者を訴えると告知した行為が，不正競争防止法２条１項１４号所定の虚偽
の事実を告知し，又は流布する行為に該当すると主張して，同号，３条１項，４条
及び７条等に基づき，損害賠償，営業誹謗行為の差止め及び信用回復措置を求め
た。
　〔乙事件〕
　　　被告は，原告に対し，①後記被告商品に類似する後記原告スタンダード商品
を製造，販売する被告の行為が，原告と被告との間で締結された契約上の秘密保持
義務及び競業避止義務に違反する，②同被告商品の形態が被告の周知な商品等表示
であり，これと類似する同原告スタンダード商品を被告が製造，販売する行為は，
同被告商品と誤認混同を生じさせる，と主張して，民法４１５条，不正競争防止法
２条１項１号，３条１項及び４条に基づき，損害賠償及び同原告商品の製造等の差
止めを求めた。
  １　争いのない事実
    (1)　当事者
    　　原告は，玩具，かつらの製造，販売及びリース業務等を目的とする株式会
社であり，被告は各種模型及び玩具の製造，販売等を目的とする株式会社であり，
いずれも，「ドール用素材部品」を製造，販売している。
      　なお，「ドール用素材部品」とは，購入者が，自ら，頭部に植毛，彩色を
したり，ボディの彩色，加工等をしたりすることにより，独自のドール（いわゆる
「カスタマイズドール」）を製作するための素材部品であり，「ドール用素体（胴



体及び四肢部分からなる。）」，「ドール用頭部」，その他の小物や洋服などの素
材部品からなる。
    (2)　被告商品
    　　被告は，平成１０年９月から，別紙第３目録記載の女性ドール用素体（以
下「被告商品１」という。）を，平成１２年６月から，別紙第４目録記載の女性ド
ール用素体（以下「被告商品２」という。）を，同年１２月から，別紙第５目録記
載の女性ドール用素体（以下「被告商品３」といい，被告商品１から３までを総称
して「被告商品」という。）を，それぞれ製造，販売している。
    (3)　原告商品
    　　原告は，平成１４年５月２４日から，別紙製品目録記載の商品（以下総称
して「原告商品」といい，別紙製品目録１記載の女性ドール用素体を「原告スタン
ダード商品」という。なお，これと別紙第１目録記載の女性ドール用素体は同一の
ものである。）を製造，販売している。
　２　主要な争点
　〔甲事件〕
　　(1)　被告による虚偽事実の告知流布行為の有無
　　(2)　原告の被った損害額等
　〔乙事件〕
　　(1)　原告の契約に基づく秘密保持義務及び競業避止義務の有無
　　(2)　被告商品の形態の商品等表示性の有無
　　(3)　被告商品の形態の周知性の有無
　　(4)　被告商品と原告スタンダード商品の類似性及び混同のおそれの有無
　　(5)　被告の被った損害額等                
　３　争点に関する当事者の主張
　〔甲事件〕　
　　(1)　争点(1)（虚偽事実の告知流布行為）について
　　（原告の主張）
　　　ア　虚偽事実の告知行為
        　被告の取締役であるＳは，以下のとおり，電話により，原告の取引先に
対して，原告商品が被告商品に類似するので，原告商品を製造，販売する原告の行
為は，不正競争行為等に該当する旨を告知した。
        　しかし，後記乙事件の争点(2)から(4)まで記載のとおり，原告が原告商
品を製造，販売する行為は，不正競争行為に該当するものではないから，被告が不
正競争防止法に基づく権利行使をすることはできない。
        　したがって，Ｓの上記各告知行為は，いずれも，営業上の信用を害する
虚偽事実の告知流布行為に該当する。
      イ　Ｓの株式会社三ツ星商店に対する電話
　　　　(ア)　有限会社ビート（以下「ビート」という。）は，玩具・模型の卸売
販売，代理店販売等を行う会社であるが，平成１４年３月１３日，原告との間で，
原告の商品を取り扱う商品基本取引契約を締結し，原告の製造に係る商品を販売し
ていた。また，株式会社三ツ星商店（以下「三ツ星商店」という。）は，模型，ホ
ビー商品を取り扱う卸問屋であり，被告と取引があった。
　　　　(イ)　Ｓは，平成１４年５月ころ，三ツ星商店の従業員であるＭに対し
て，電話で，「原告に下請けをさせて仕事をしていたのに，今度，原告は，被告と
そっくり同じ類似品の素体を売り出した。うちで作った女性のボディをそっくりそ
のままマネされた。しかるべきところに出て決着をつけるつもりだ。原告と，販売
する会社に対して，訴訟に訴えなければ仕方がない。」，「原告とは裁判沙汰やな
ー。」等の内容を話した（以下「本件告知行為１」という。）。
　　　　(ウ)　三ツ星商店は，Ｓの上記発言を聞いて，上記発言の内容を，ビート
の社長であるＧに伝えた。ビートは，原告に対し，同年６月２５日，Ｓの上記発言
の内容を理由として，上記商品取引基本契約を解除した上，原告の商品についての
取引を中止する旨を通知した。
　　　ウ　Ｓの株式会社トゥールズに対する電話
　　　　(ア)　株式会社トゥールズ（以下「トゥールズ」という。）は，平成１４
年ころ，原告との間で，原告商品に関するＯＥＭ契約を締結し，原告に対して，原
告商品を発注するなどし，取引関係が継続していた。また，株式会社バニーコーポ
レーション（以下「バニーコーポレーション」という。）は，トゥールズの関連会
社であるが，被告と取引関係があった。



　　　　(イ)　Ｓは，平成１４年８月２０日午後３時，バニーコーポレーションの
従業員であるＫに対して，電話で，「被告は，ドール用素体を，原告に製造させ
て，被告の名で専属で販売していたところ，原告が，これと型は違うが似た物をフ
レックスモデルという名称でトゥールズ等を通じて販売した」という事実を告げた
上で，「トゥールズと出荷元（原告）を訴えるつもりです。トゥールズに伝えてお
いてください。」と話した（以下「本件告知行為２」という。）。
　　　　(ウ)　トゥールズは，バニーコーポレーションのＫから，Ｓの話の内容を
聞いて，翌２１日，原告商品の販売を中止するとの決定をし，販売店より在庫品を
全品回収した上で，原告に返品することとした。
　　（被告の反論）
　　　ア　虚偽告知事実の不存在について
        (ア)　Ｓは，ビートのＭに対して，①被告商品の製造等の下請けをまかせ
ていた原告が被告商品に類似した商品を販売する予定であるが，下請けとしてはど
うかと思ったこと，②そのような原告のやり方は納得できず，原告とは裁判をする
つもりであること，③平成１４年５月中旬のホビーショーで原告と話合いのために
会う予定であることを話したことはあるが，「販売する会社に対して，訴訟に提起
しなければ仕方がない。」と言ったことはない。
  　　　(イ)　Ｓが，バニーコーポレーションのＫに対して，原告と被告との間の
紛争について説明をし，原告に対して訴訟を提起するつもりであることを話したこ
とはあるが，「トゥールズと出荷元（原告）を訴えるつもりです。トゥールズに伝
えておいてください。」と言ったことはない。
  　　　(ウ)　そして，Ｓが電話で，本件告知行為１及び２を話した当時，被告は
原告に対する訴訟提起を検討しており，実際にも訴訟（乙事件）を提起したのであ
るから，本件告知行為１及び２におけるＳの上記各発言の内容は，すべて真実であ
る。
  　　　　　したがって，Ｓのした本件各告知行為は，いずれも，営業上の信用を
害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行為に該当しない。
　　　イ　告知内容の解釈について
        　仮に，Ｓが，原告の主張するとおりの内容の話をしたとしても，下記の
事情を総合的に考慮すれば，Ｓの各発言の内容は，聞いた者に対して誤解を与える
ことはない。したがって，Ｓのした本件各告知行為は，いずれも，虚偽事実の告知
流布行為には該当しない。
　　　　(ア)　本件告知行為１について
　　　　　ａ　Ｓは，原告と取引関係のある三ツ星商店の従業員であって，Ｓと頻
繁に連絡を取り合う関係にあったＭに対して，被告と三ツ星商店との取引について
話をしていた際に，雑談として，上記発言をしたにすぎない。
　　　　　ｂ　三ツ星商店は，原告商品と同種商品を扱う問屋という立場にあり，
商品の内容や流通に関しての知識が十分にあるので，Ｓの発言内容について，事実
の確認や調査を行うことができたはずである。
　　　　(イ)　本件告知行為２について
　　　　　ａ　Ｓが，バニーコーポレーションのＫに発言をしたのは，同社との契
約書の作成を督促するためであって，その説明のために上記発言をしたにすぎな
い。
　　　　　ｂ　トゥールズは，Ｓの発言内容について，事実確認や調査を行う能力
を有していた。
　　　ウ　過失の不存在について
        　被告には，以下のとおり，過失がない。すなわち，Ｓは，Ｍ又はＫに対
する雑談の中で上記発言をしたにすぎず，三ツ星商店とビート又はバニーコーポレ
ーションとトゥールズとの関係等も知らなかったのであるから，その発言内容が被
告の取引のあるビート又はトゥールズに伝えられることを予測することはできなか
った。
　　(2)　争点(2)（損害額等）について
　　（原告の主張）
　　　ア　損害額
　　　　(ア)　逸失利益　４８６５万５１７５円
　　　　　　原告商品における販売ルートとしては，通常の問屋を通じたルートと
画材問屋ルートがある。
　　　　　ａ　通常の問屋ルートを通じた販売額



　　　　　　(ａ)　現在，原告は，原告商品について，一次問屋である有限会社ア
ゾン（以下「アゾン」という。）に販売し，アゾンは，二次問屋（以下「Ｉ社」と
いう。）や取扱店に卸すほか，同社の直営店やテナント店にも販売している。そこ
で，現在のアゾンにおける原告商品の販売実績を基礎に，販売額を推計すると，以
下のとおりとなる。
              　すなわち，原告は，被告の不正競争行為がなければ，下記のとお
り，アゾンを通して，合計９８２１万９６８２円を売り上げることができた。
  　　　　　　①　被告の不正競争行為がなければ，アゾンは，少なくとも，二次
問屋であるＩ社の他に，同等の取引実績がある問屋５社とも取引をすることができ
たはずである。この５社と取引をしていれば，３２３７万３０００円を売り上げる
ことができた。
  　　　　　　②　被告の不正競争行為がなければ，アゾンは，十分な広告をする
ことができたはずで，十分な広告をしていれば，アゾンは，以下のとおり原告商品
を販売することができた。
    　　　　　　　　直営店及びテナント店分　　　　　１７８５万１７６７円
    　　　　　　　　問屋分　　　　　　　　　　　　　４７４０万９６１１円
    　　　　　　　　取扱店分　　　　　　　　　　　　　　５８万５３０４円
            (ｂ)　前記のとおり，原告は，ビートとの間で，商品基本取引契約を
締結して，原告商品を販売していたが，被告の不正競争行為により，同契約が解消
され，原告商品を販売することができなくなった。そこで，原告がビートを通じて
原告商品の販売を継続していたと仮定した場合の逸失利益を推計すると，以下のと
おりとなる。
              　すなわち，被告の不正競争行為がなければ，原告は，原告商品
を，ビートを通じて，同社の取引先１９社に対して，少なくとも，アゾンを通じて
販売した場合の２倍である１億９６４３万９３６４円を売り上げることができたは
ずである。
            (ｃ)　そして，被告の不正競争行為がなければ，販売できた額につい
て，上記(ａ)と(ｂ)を平均することによって推計すると，その販売額は，１億４７
３２万９５２３円となる。
               （９８２１万９６８２円＋１億９６４３万９３６４円）÷２
            　　＝１億４７３２万９５２３円
　　　　　ｂ　画材問屋ルートを通じた販売額
　　　　　　　原告は，被告の不正競争行為がなければ，下記のとおり，画材問屋
を通して，合計６４２１万４７２１円を売り上げることができた。
　　　　　　(ａ)　エスイー株式会社（以下「エスイー」という。）は，現在，原
告商品を画材問屋として取り扱っている。仮に，被告の不正競争行為がなければ，
エスイーは，原告と取引を開始した平成１５年３月１日から平成１６年１月１５日
までの間に，少なくとも，１０店舗分，多く取引をすることができたはずである。
１店舗当たり１日１万円としてその売上額を算定すると合計３２１０万円となる。
　　　　　　(ｂ)　被告の不正競争行為によって，原告は，画材問屋を通じて原告
商品の販売をすることができなかった。その期間は，トゥールズとの間で取引を中
止した平成１４年８月２０日から，エスイーとの間で取引を開始した平成１５年３
月１日までの１９２日間であった。この間，仮に，原告は，トゥールズと取引をし
ていれば，合計３２１１万４７２１円（（エスイーの売上総額２１５９万１８００
円＋上記(ａ)の売上額３２１０万円）÷（エスイーの販売日数３２１日）×（１９
２日））を売り上げることができた。
　　　　　ｃ　逸失利益の額
　　　　　　　以上のとおり，被告の不正競争行為がなければ，原告が得られた販
売額は，１億４７３２万９５２３円と６４２１万４７２１円との合計である２億１
１５４万４２４４円となる。
　　　　　　　原告商品の利益率は，売上額の２３％であるから，被告の不正競争
行為がなかった場合に，原告が得られたであろう利益は，４８６５万５１７５円と
なる。
            　本件訴訟においては，その一部である損害金４８００万円の支払を
請求する。
　　　　(イ)　無形損害
　　　　　　ドール用素体の製造においては，創造性・オリジナリティーがすべて
であり，原告は，創造性を発揮して，より良い商品を生み出すことにしのぎを削



り，独自の商品の開発，製造により業界内での信用を築き上げてきた。しかるに，
被告の不正競争行為により，原告の信用は，著しく毀損された。なお，被告の不正
競争行為によって，業界誌「ホビージャパン」及び「電撃ホビーマガジン」から，
原告商品の広告等掲載依頼が拒否された。
　　　　　　上記の損害は，少なくとも２０００万円は下らない。
　　　　(ウ)　弁護士費用
　　　　　　被告の不正競争行為と因果関係のある弁護士費用は，６８０万円が相
当である。
　　　　(エ)　合計
　　　　　　以上のとおり，原告は，被告の不正競争行為により，合計７５４５万
５１７５円の損害を被ったが，本件訴訟においては，その一部である損害金７４８
０万円の支払を請求する。
　　　イ　営業誹謗行為の差止め及び信用回復措置の必要性
　　　　　原告の取引先が原告商品の取扱いを中止し，又は取扱いを再開しないの
は，被告が原告及び原告商品の取扱いをした業者に対し，損害賠償請求等の訴訟を
提起すると公言しているからである。そうすると，被告の営業誹謗行為を差し止
め，さらに被告をして原告の信用回復措置を講じさせなければ，原告が失った取引
先が原告商品の取扱いを再開することはない。
　　　　　よって，損害賠償に加えて，営業誹謗行為の差止め及び信用回復措置が
必要である。
　　（被告の反論）
　　　ア　損害額
　　　　(ア)　逸失利益
　　　　　　ビート及びトゥールズが原告との取引を中止したのは，下記のとお
り，被告の不正競争行為によるものではないから，原告の損害との間の因果関係は
存在しない。
　　　　　ａ　ビートの取引中止について
　　　　　　　ビートが原告との取引を中止したのは，原告代表者から，原告商品
について原告が被告から抗議を受けていること，そのことについて原告と被告との
話合いが決裂したことを聞かされ，また，被告の原告に対する通知書を見せられた
ためであり，本件告知行為１との間の因果関係は存在しない。
　　　　　ｂ　トゥールズの取引中止について
　　　　　　　本件告知行為２の後，原告代理人から，ＳがＫに対して話した内容
について事実確認の問い合わせがあったので，被告は，原告代理人に対し，平成１
４年８月２２日，原告が主張しているような発言をＳがしていないことを明らかに
する内容のＦＡＸ（甲５）を送信した。原告代理人は，これを直ちにトゥールズに
伝えているから，被告の不正競争行為とトゥールズが原告との取引を中止したこと
の間に，因果関係は存在しない。
　　　　(イ)　無形損害
　　　　　　ビート及びトゥールズが原告との取引を中止したのは，前記(ア)のと
おり，被告の不正競争行為によるものではないし，原告に無形損害が生じていると
すれば，それは，原告商品が模倣品として警告されていることを原告自身が流布し
ているからであって，被告の不正競争行為によるものではない。
　　　　(ウ)　弁護士費用
　　　　　　争う。
　　　イ　営業誹謗行為の差止め及び信用回復措置の必要性
　　　　　争う。
　〔乙事件〕
　　(1)　争点(1)（契約に基づく原告の秘密保持義務及び競業避止義務の有無）に
ついて
　　（被告の主張）
　　　ア　被告は，原告との間で，平成９年３月，被告が原告に対して，下記の業
務を委託するとの契約（以下「本件業務委託契約」という。）を締結した。
　　　　①　被告から交付された原型又はサンプル及び被告の指示に基づく女性ド
ール用頭部，洋服，小物等のドール素材部品の製造業務
　　　　②　出荷数に応じて被告から交付されたドール用素体と，原告が製造した
ドール素材部品をセットにして商品とし完成させるパッケージング業務
　　　　③　被告から依頼を受けた出荷先への商品の配送業務



　　　イ　被告は，原告に対し，本件業務委託契約に基づき，継続的に上記各業務
を委託し，被告の製造販売するドール製品の約９８％を原告に下請けさせる関係を
継続していた。また，被告は，本件業務委託契約及びこれに基づく継続的取引関係
に伴って，原告に対し，ドール製品に関する形状・機構についてのノウハウ等の技
術情報及び出荷量，販売先，販売価格，販売予測等の営業情報を逐次提供してき
た。このように，被告と原告の間には本件業務委託契約及びこれに基づく継続的取
引関係により，極めて緊密な依存関係が存在したことに照らすならば，原告は，被
告に対し，本件業務委託契約に基づき，①被告のドール素材部品に類似する同種の
製品を販売しないとの競業避止義務，及び②契約上知り得た被告が管理する技術情
報及び営業情報等の営業秘密を保持し，これを契約の目的外に利用しない義務を負
担するというべきである。
　　　ウ　原告は，前記イの義務に反し，本件業務委託契約及びこれに基づく継続
的取引関係において知り得た技術情報及び営業情報等を利用して，被告商品と類似
する原告スタンダード商品を製造，販売した。
　　（原告の反論）
　　　ア　原告が，平成９年３月から，被告の主張アの業務を被告から受託してい
たことは認めるが，その余は争う。
　　　イ　原告は，人形業界の複数の会社からの注文を受け，原告独自の技術力で
各種の人形を製造していたのであって，被告のノウハウを利用して製造をしたので
はない。また，原告スタンダード商品は，原告独自の技術力により開発した商品で
あり，被告商品とは類似していない。
　　(2)　争点(2)（被告商品の形態の商品等表示性）について
　　（被告の主張）
　　　ア　被告商品の特徴的形態と商品等表示性
        　被告商品は，以下の各要素に形態的特徴があり，被告が強力な宣伝を伴
って継続的に販売したことにより，被告商品の形態は，２７センチドールで，シー
ムレスではない関節可動型のカスタマイズドール用の素体という商品カテゴリーに
おいて，被告の出所に係る製品であることを示す出所表示機能を有するに至った。
        (ア)　胴体部
          　胴体部は，女性らしい，上半身を反らせるポーズ，上半身をねじりな
がら反らせるポーズ及び上半身を折り曲げるポーズを表現するために，前後方向だ
けではなく，左右方向にも同時に可動するように分割された胸郭部，腹部及び骨盤
部の３分割（ないし腹部をさらに分割した４分割）した形態を有する。
          　胸郭部は，各部位及びそのつながりが女性の人体と類似した形態が表
現されるように，人間の肋骨の骨格と同じように前下部が凹んだ形態を有する。
          　腹部は，胸郭部や骨盤部よりも細く成型されており，骨盤部は，側部
に骨盤の張りが表現され，前上部がやや凹んだ形態を有する（以下この項の形態を
併せて「被告商品形態１」という。）。
        (イ)　脚部
          　脚部は，女性らしい，下半身のふくらみと，足をそろえたときや曲げ
たときの脚線美を表現できるように，前面から見たときの，膝から下の脚部の中心
線と，膝から上の脚部の中心線をあえてずらして設定（以下「オフセット設定」と
いう。）し，股関節の支点と足首の支点を直線で結んだ場合に，膝関節の支点が内
側に入り込んだ形態を有しているとともに，脚の付け根に切れ込みと太股の張りが
表現された形態を有する（以下この項の形態を併せて「被告商品形態２」とい
う。）。
        (ウ)　肘関節及び膝関節
          　肘関節及び膝関節は，女性らしい，横座り，あひる座り，また椅子に
座った状態で脚を組み，かつその状態をドール自体で維持しているポーズを表現で
きるように，二重関節（前後回転する２つの軸を有し，そのつなぎ目部分に肘の突
起又は膝小僧を有する。）と，その上部に内転，外転が可能な回転構造を有する。
なお，膝は上記のオフセット設定された形態を有する（以下この項の形態を併せて
「被告商品形態３」という。）。
      イ　原告の反論に対して
　　　　(ア)　原告は，被告商品形態１及び３は商品の機能に関する事項であるか
ら，商品等表示にはなり得ないと主張する。
　　　　　　しかし，被告商品は，被告商品形態１及び３について，以下のとお
り，所要の機能を実現するために生じる形態上の違和感を緩和しているものである



から，原告の主張は理由がない。
　　　　　ａ　被告商品形態１について
　　　　　　　①胸郭部を人間の肋骨のように前下部が凹んだ形状とする，②腹部
を細くする，③鎖骨部の水平的な張りを強調する，④臀部を含む骨盤部における張
りを強調することにより，全体として実際の女性の肢体よりも各部位の形態を理想
的に誇張している。これらにより，ボディラインの連続性を維持することが可能に
なり，胴体を分割することからくる形態上の違和感を緩和し，全体として理想的な
女性の肢体を表現することを可能とした。
　　　　　ｂ　被告商品形態３について
　　　　　　　①大腿部，脚部，ふくらはぎ部の曲線を実際の女性の肢体よりも理
想的に強調する，②膝部に二重関節の目隠しを設け，肘部に突起を付加することに
よって，ボディラインの連続性を表現し，形態上の違和感を緩和している。
　　　　(イ)　原告は，被告商品形態１及び３は，いずれも，被告商品が販売され
る以前から，他のドール用素体に採用されており，独自性を有するものではないと
主張する。
　　　　　　しかし，以下の理由により，原告の主張は理由がない。
　　　　　ａ　被告商品形態１について
　　　　　　　被告商品の発売前である平成９年６月に，株式会社ノアドローム
（以下「ノアドローム」という。）が，胴体部を分割したドール用素体を発売して
いたが，これは，胴体部を機械的に水平に２分割したものにすぎなかった。その他
の胴体部を分割した他のドール用素体は，いずれも，いわゆるカスタマイズドール
（顧客が，購入後に，自ら独自の彩色や加工等を加えることを前提として販売され
る，無頭髪，無彩色のドール用素体を指す。）に関するものではなく，いわゆるキ
ャラクタードール（特定のキャラクターの描かれた頭部を有し，キャラクターの衣
装を身にまとった状態で販売されている人形を指す。）に関するものであった。
          ｂ　被告商品形態３について
　　　　　　　被告商品の販売される以前から販売されていたドール用素体は，形
態上の違和感が緩和されているものではなかった。
　　（原告の反論）
　　　　被告商品形態１ないし３は，以下のとおり，他の同種の商品と識別し得る
特徴ではないから，被告の商品であることを示す商品等表示にはならない。
　　　ア　需要者は，ドール用素体が販売される以前は，独自のドールを製作する
ために，キャラクタードールのドール用素体を利用していた。したがって，被告の
主張する「カスタマイズドール」と「キャラクタードール」は，連続的な関係にあ
る。
　　　　　また，カスタマイズドールとキャラクタードールとは，使用されるドー
ル用素体は共通であって，服装や頭部がセットになって販売されているか否かの違
いにすぎないし，販売店等では，特に区別されることなく同じ場所で販売されてい
る。
　　　　　したがって，被告商品形態１ないし３の独自性を検討するに当たって
は，キャラクタードール商品も含めて検討すべきである。
　　　イ　販売店の店頭において，被告商品は，直立した状態で袋に入れられて陳
列され，需要者が，被告商品形態１ないし３を認識することはできない。需要者
は，被告商品を識別するに当たり，被告商品の形態ではなく，被告商品の商標，商
品名，製作者名及び販売者名を基準としている。
　　　ウ　被告商品形態２は，女性人体の通常の形態であるにすぎず，形態として
の独自性を有していない。また，被告商品形態１及び３は，他の商品との区別がで
きるほどに形態としての独自性を有するものではない。
　　　エ　被告商品形態１及び３は，いずれも，被告商品が販売される以前から，
女性ドール用素体に限らず男性ドール用素体も含めた他のドール用素体に採用され
ており，独自性を有するものではない。
　　　　　なお，被告商品形態１について，被告は，胴体部を２分割する形態は存
在していたが，３分割ないし４分割する形態は，被告商品独自のものであると主張
する。しかし，需要者にとって，分割の個数に意義はなく，３分割ないし４分割し
ているという点に独自性はない。
　　　オ　被告商品形態１及び３は，人体に近い胴体部の可動や，肘・膝関節の可
動を実現するために必然的に生ずる形態である。技術的機能に由来する形態は，そ
の技術的機能が特許権や実用新案権によって保護されることはあっても，商品等表



示として不正競争防止法により保護されるべきものではない。
　　(3)　争点(3)（被告商品の商品等表示の周知性）について
　　（被告の主張）
　　　　被告の製造販売活動及び広告宣伝活動により，被告商品の形態は，平成１
０年９月の販売以降現在に至るまでの間，カスタマイズドール市場の取引業者及び
ドール製作に関心を持つ需要者の間において，被告の商品等表示として広く認識さ
れていた。
　　　ア　カスタマイズドールの販売状況
　　　　　被告商品が発売された平成１０年９月当時は，カスタマイズドールを製
作してみたいという潜在的需要は存在したものの，その素材となるドール用素体
は，ほとんど販売されていなかった。
　　　　　被告商品は，このようにカスタマイズドール市場が未形成の中，被告商
品の形態を有する画期的な商品として発売され，爆発的に売れた。
　　　イ　被告による宣伝，雑誌への掲載
　　　　　被告は，被告商品販売以降，月刊ホビージャパン等で被告商品の広告宣
伝を強力に行い，その際に被告商品形態を強調してきた。
　　　　　また，カスタマイズドールそのものを世間一般に知らしめるために，ホ
ビー業界雑誌や出版物等で被告商品を使ったドール製作方法を紹介したり，ドール
製作体験講座の開催，ドールズパーティと呼ばれる大規模イベントを年３回主催
し，各回約１万人以上の来場者に対して，被告商品の形態の広告宣伝を行ってき
た。
　　　　　また，株式会社ワニブックス，株式会社講談社，株式会社婦人生活社，
株式会社メディアワークス等が，被告商品を使用したドールを取り上げた本を出版
したり，ホビー業界紙に被告商品が取り上げられた。
　　　ウ　被告商品の総出荷台数
　　　　　被告商品の総出荷台数は，平成１５年６月３０日時点で，５０万体以上
に及ぶ。
　　（原告の反論）
　　　　被告商品の形態は，以下のとおりの事実に照らすならば，需要者の間にお
いて，被告の商品等表示として，広く認識されていたとはいえない。
　　　ア　ノアドロームは，被告商品の発売前である平成９年６月，既に，胴体を
２分割した形態を有するドール用素体を発売していた。
　　　イ　被告商品が様々なポーズをとることができるとの広告はあるが，被告商
品の形態を強調する広告・宣伝はない。
　　　ウ　販売店の店頭において，被告商品は，直立した状態で袋に入って陳列さ
れ，需要者は，被告商品形態１ないし３を認識することはできない。
　　　エ　被告商品は，被告の直営店のみで販売されており，一般的な小売店では
販売されていない。
　　　オ　ドール用素体における被告商品の市場占有率は高くない。
　　(4)　争点(4)（被告商品と原告スタンダード商品の類似性及び混同のおそれの
有無）について
　　（被告の主張）
　　　ア　類似性
　　　　　原告スタンダード商品は，２７センチドールで，シームレスではない関
節可動型のカスタマイズドール用の素体であり，被告商品と同種の商品である。
　　　　　そして，原告スタンダード商品は，被告商品形態１ないし３を有してい
るから，被告商品と原告スタンダード商品は類似する。
　　　　　なお，原告が主張する被告商品と原告スタンダード商品の差異は，需要
者にとって重要なものではなく，類似性を否定するものではない。
　　　イ　混同のおそれ
　　　　　原告スタンダード商品も被告商品も，カスタマイズドール製作に用いる
ドール用素体として，カスタマイズドール市場において販売され，相互に類似す
る。このため，原告スタンダード商品は，需要者をして，被告商品と誤認混同を生
じさせるおそれがある。
　　（原告の反論）
　　　ア　類似性
　　　　　下記の点からすると，被告商品と原告スタンダード商品は類似しない。
　　　　(ア)　背部のねじ穴



　　　　　　原告スタンダード商品の背部にはねじ穴がないのに対して，被告商品
の背部にはねじ穴がある。
　　　　(イ)　足裏
　　　　　　原告スタンダード商品の足裏は，１パーツから構成され，磁石が付い
ており，足首関節が外れないのに対して，被告商品の足裏は，２パーツから構成さ
れ，磁石が付いておらず，足首から外れやすい。
　　　　(ウ)　膝関節の強度と自立
　　　　　　原告スタンダード商品は，補助スタンドなしで自立でき，足裏の磁石
を利用すれば，さらに自由なポーズをとることができるのに対して，被告商品は，
補助スタンドなしでは膝関節から倒れてしまう。両者は，機能もディスプレイ時の
外観も異なる。
　　　　　　また，原告スタンダード商品は，膝関節を回転させた後に元に戻して
も隙間ができないのに対して，被告商品は膝関節が外れながら回転するので元に戻
したときに膝関節に隙間ができる。
　　　　(エ)　腰関節
　　　　　　原告スタンダード商品は，腰関節から上下に２分割して取り外すこと
が可能であるのに対し，被告商品は取り外すことができない。
　　　　(オ)　手の平
　　　　　　原告スタンダード商品の手の平は，塩化ビニール製の１パーツで構成
されているのに対して，被告商品はそのような構成ではない。
　　　　(カ)　膝関節の機能及び外観
　　　　　　原告スタンダード商品は，膝関節部分裏側に隙間が少ない形態が採ら
れているのに対して，被告商品はそのような形態が採られていない。
　　　　(キ)　胴体部分割機能及び外観
　　　　　　原告スタンダード商品は，胴体部分割部分に隙間が少ない形態が採ら
れているのに対して，被告商品はそのような形態が採られていない。
　　　　(ク)　股関節機能及び外観
　　　　　　原告スタンダード商品は，股関節を可動させる構造である上，大腿部
に隙間のない形態が採られているのに対して，被告商品はそのような構造又は形態
は採用されていない。
　　　　(ケ)　ボディ各部の寸法の違い　
　　　　　　原告スタンダード商品と被告商品は，ボディ各部の寸法やプロポーシ
ョンが違うので，同一性がない。
　　　　(コ)　部品の材質，個数，接着部の違い
　　　　　　原告スタンダード商品と被告商品は，部品の材質等が違うので，同一
性がない。
　　　イ　混同のおそれ
　　　　　以下の点からすると，原告スタンダード商品が，需要者をして，被告商
品と誤認混同を生じさせるおそれがあるとはいえない。
　　　　(ア)　被告商品は，原則的に，被告の直営店で販売されており，一般的な
小売店では販売されていないので，原告スタンダード商品と被告商品とが混同され
る具体的危険性はない。
　　　　(イ)　販売店の店頭においては，原告スタンダード商品，被告商品とも
に，直立した状態で袋に入れられて陳列され，需要者は，被告商品形態１ないし３
を認識することができないから，被告商品を識別するに当たり，被告商品形態１な
いし３ではなく，被告商品の商標，商品名，製作者名及び販売者名を基準としてい
る。
　　(5)　争点(5)（損害額等）について
　　（被告の主張）
      ア　債務不履行による損害
        　原告の本件業務委託契約上の秘密保持義務及び競業避止義務違反行為に
より，被告と原告との間の信頼関係は根底から破壊され，被告は，平成１４年５月
から，原告に対して新規に注文をすることができなくなった。そこで，原告は，被
告に対し，平成１４年５月２８日，債務不履行を理由として，本件業務委託契約を
解除する旨の意思表示をした。
        　本件業務委託契約を解除してから，被告が原告に代わる下請先を選定す
るために約４か月を要した。被告は，在庫を保有しない販売形態を採っているた
め，被告商品の製造が停止された約４か月の間，被告商品を販売することができな



かった。
        　被告が，平成１３年に，本件業務委託契約に基づき原告に製作させた商
品の売上額は，２億８０００万円を下らない。売上額の約３８％が被告の利益とな
るから，被告商品の製造が停止された約４か月の間に，被告が得ることができた利
益は，３５４６万円（２億８０００万円×０．３８）を下らない。
        　したがって，原告の債務不履行により，被告が被った損害は，３５４６
万円である。
      イ　被告の不正競争行為による損害
        　原告は，平成１４年９月から同年１１月までの３か月間，原告スタンダ
ード商品及び別紙第２目録記載のドール用頭部を，月２万体ずつ販売している。
        　そして，原告は，原告スタンダード商品を１体１３００円で販売し，上
記ドール用頭部の売上げも考慮すると，少なくとも，月３０００万円以上の売上げ
を上げており，その３５％が原告の利益となる。
        　したがって，平成１４年９月から同年１１月までの３か月間に原告が受
けた利益の額は，３１５０万円を超えるものであり，これが，原告の不正競争行為
により，被告が被った損害額と推定される。
　　（原告の反論）
　　　　争う。　　　　　
第３　争点に対する判断
〔乙事件〕
　先に，乙事件について判断する。
　１  争点(1)（契約に基づく原告の秘密保持義務及び競業避止義務の有無）につい
て
　　　被告は，本件業務委託契約が成立し，原告と被告の間に相互に緊密な依存関
係が継続したことにより，原告が，被告に対して本件業務委託契約に基づく競業避
止義務及び営業秘密保持義務を負担していたにもかかわらず，被告の技術情報及び
営業情報等を利用して被告商品と類似する原告スタンダード商品を製造，販売した
のは上記各義務違反を構成すると主張する。
        　原告は，被告から，継続的に前記３〔乙事件〕(1)（被告の主張）ア記載
の業務を受託していたが（争いない），継続的に業務を受託しているからといっ
て，直ちに委託者である被告と受託者である原告との間に競業避止義務や営業秘密
保持義務を伴う本件業務委託契約が成立したと判断することはできない。
    　この点について敷衍すると，被告の主張する競業避止義務及び営業秘密義務
は，その性質上，原告の事業活動を大きく制約するものであるから，原告，被告間
において，原告が負担することになる不作為義務の具体的内容，範囲，制約を受け
る期間，地域等について詳細に協議，検討，意思確認がされ，確認された意思を反
映した書面が作成されることが一般であるといえる。しかるに，本件においては，
原，被告間で本件業務委託契約が締結され，委託業務が継続する過程で，このよう
な申し出や協議がされた形跡は全くなく，また，その旨を明記した書面が作成され
たこともないのであるから，原告が，被告主張に係る各義務を負担したと認定する
ことはできない。また，本件全証拠によるも，被告主張に係る合意がされたことを
推認させる合理的な事情を認めることもできない。
　　　したがって，被告の債務不履行に基づく請求は，その余の点について判断す
るまでもなく，理由がない。
　２　争点(2)（被告商品の形態の商品等表示性）について
　　(1)　事実認定
　　　　前記争いのない事実等，証拠（甲２０ないし２４，２８ないし３８，１０
９ないし１１１，乙１０４，１０６ないし１０８，１１０，１１５ないし１３０，
１３３ないし１７１，検乙１ないし４）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を
認めることができる。
　　　ア　被告商品の各部分の形態等
　　　　　被告商品の各部分の形態等は，以下のとおりである。
        (ア)　胴体部
　　　　　　胴体部は，被告商品１及び２については胸郭部，腹部及び骨盤部の３
つに，被告商品３については胸郭部，上腹部，下腹部及び骨盤部の４つに分割され
ている。これにより，被告商品に，上半身を反らせる，上半身をねじりながら反ら
せる，上半身を折り曲げる等の姿勢を取ることができる。
　　　　　　そして，上記各部は，以下の形態を有している。



　　　　　ａ　胸郭部は，人間の肋骨の骨格と同じように，前下部が凹んだ形状で
ある。
　　　　　ｂ　腹部（被告商品３においては上腹部及び下腹部）は，胸郭部や骨盤
部よりも細く成型されている。
　　　　　ｃ　骨盤部は，側部に骨盤の張りが強調され，前上部がやや凹んだ形状
である。
　　　　(イ)　脚部
　　　　　　脚部は，股関節の支点と膝関節の支点を直線で結んだ場合に，膝関節
の支点がその内側に位置するように構成されている。脚部の付け根には凹部が設け
られ，太股の張りが強調されている。
　　　　(ウ)　肘関節及び膝関節
　　　　　　肘関節及び膝関節は，前後に回転する２つの軸によって構成され，そ
のつなぎ目の部分に，それぞれ肘の突起及び膝小僧が設けられている（ただし，被
告商品１及び２には肘の突起は設けられていない。）。肘関節及び膝関節の上部
は，回転できる構造が採用されている。これにより，被告商品に，横座り，あひる
座り，椅子に座った状態で足を組む等の姿勢を取ることができる。
　　　イ　先行商品の形態及び販売態様等　
　　　　(ア)　被告商品１が発売された平成１０年９月以前から，関節部分が可動
するドール用素体に頭部を付けた上，衣服を着せるなどした完成品の男性ドール又
は女性ドールが販売されていた。需要者が独自のドールを製作しようとする場合に
は，これらの完成品を一旦購入した上で，そのドール用素体部分を使用して，独自
のドールとすることが行われていた。
　　　　　　これらの完成品ドールを構成するドール用素体の中には，①胴体部
を，胸郭部，腹部及び骨盤部の３つに分割した形態，②肘関節又は膝関節を前後に
回転する２つの軸によって構成し，その上部は回転することが可能な構造となって
いる形態を有するものが存在した。
　　　　(イ)　ノアドロームは，平成９年６月ころ，株式会社タカラが製造販売す
る「スーパーアクションジェニー」という完成品の女性ドールに使用されていたド
ール用素体を購入し，これを，需要者が独自のドールを製作するためだけに，「ア
クション・ボディ・フィギュア」（以下「ノアドローム商品」という。）という名
称で発売した。
　　　　　　ノアドローム商品は，胴体部が，腰の部分で２つに分割されていた。
      ウ　被告商品の販売，広告の状況
　　　　(ア)　被告は，平成１０年９月に被告商品１を，平成１２年６月に被告商
品２を，同年１２月に被告商品３を，それぞれ発売した。
　　　　(イ)　被告の商品は，販売店の店頭において，透明なパッケージに直立し
た状態で入れられた上，同種商品とともに陳列されて，販売されている。
　　　　(ウ)　被告は，被告商品発売以降，株式会社ホビージャパン発行の月刊ホ
ビージャパン等に，継続的に被告商品の広告を掲載した。
　　　　　　また，被告は，月刊ホビージャパンや書籍において，被告商品を用い
たドールの製作方法を紹介したり，ドール製作体験講座の開催，ドールズパーティ
と称するイベント（顧客が，被告商品等を使用して製作したドールを展示・販売し
たり，ドールの着せ替え用衣服の製造業者等が自社製品を来場者に販売する催しで
ある。）を年３回主催してきた。
　　　　　　さらに，株式会社ワニブックス，株式会社講談社，株式会社婦人生活
社，株式会社メディアワークス等が出版した書籍や月刊ホビージャパンに，被告商
品を使用した完成品のドール等が取り上げられた。
　　(2)　商品等表示性についての判断
　　　　以上認定した事実を基礎として，被告商品の形態が不正競争防止法２条１
項１号に定める商品等表示に該当するか否かについて検討する。
　　　　商品の形態は，必ずしも商品の出所を表示することを目的として選択され
るものではないが，商品の形態が他の商品と識別し得る独特の特徴を有し，かつ，
商品の形態が長期間継続的かつ独占的に使用され，又は，その使用が短期間であっ
ても商品形態について強力な宣伝等が伴う場合には，商品の形態が，商品自体の機
能や美観等の観点から選択されたという意味を超えて，自他識別機能又は出所表示
機能を有するに至ることがあり得る。そこで，以下，これらの観点から，被告が特
徴的形態であると主張する被告商品形態１ないし３について，判断する。
　　　ア　被告が特徴的形態であると主張する被告商品形態１ないし３は，いずれ



も，女性の人体の形状又は動作を表現するという被告商品の目的に由来するもので
あって，需要者に強い印象を与える特徴的な形態ではなく，被告商品の広告や販売
の状況等に照らしても，その形態が，自他識別機能又は出所表示機能を有する商品
等表示であると認めることはできない。
　　　　　以下，その理由を詳細に述べる。
　　　　(ア)　胴体部
　　　　　　胴体部を３つ又は４つに分割している点は，被告商品に，女性の人体
と同様に，上半身を反らせる，上半身をねじりながら反らせる，上半身を折り曲げ
る等の姿勢を取らせることを可能にするための機能に由来するものであって，商品
等表示として特徴的な形態ということはできない。
　　　　　　また，被告製品において，分割された胴体部の具体的な胸郭部，腹部
及び骨盤部の前記(1)ア(ア)認定の形状については，いずれも，女性の体型を表現し
ようという観点から，選択し得る形状が大きく制約されることに加え，同種の商品
における胴体部の分割された部分の形状（甲２８，１１０，１１１）と対比しても
特異なものではないから，特徴的な形態とはいえない。
　　　　(イ)　脚部
　　　　　　股関節の支点と膝関節の支点を直線で結んだ場合に，膝関節の支点が
その内側に位置するように脚部を構成している点は，外観上，一見して分かるほど
明確に表現されていないため，需要者が観察しても容易に気づかない点であって，
このような微細な形状は商品等表示となり得る形態とはいえない。
　　　　　　また，脚の付け根及び太股を前記(1)ア(イ)認定の形態としている点
は，いずれも，女性の体型を表現するという観点から，選択し得る形状が大きく制
約されることに加え，他の同種商品においても，女性の体型を表現するために，同
様の形態を備えており（甲２８），特異なものであるとはいえないないから，特徴
的な形態とはいえない。
　　　　(ウ)　肘関節及び膝関節
　　　　　　前後に回転する２つの軸により肘関節及び膝関節を構成し，その上部
を回転することが可能な構造としている点は，被告商品に，横座り，あひる座り，
椅子に座った状態で足を組む等の姿勢を取らせることを可能にするための機能に由
来するものであり，選択し得る形状が制約されることに加え，被告商品が販売され
る前から，このような形状を有する商品が存在していることに照らせば，特徴的な
形態とはいえない。
　　　　　　また，肘関節及び膝関節のつなぎ目の部分に，肘の突起及び膝小僧が
設けられている点は，人体を表現するという目的に由来する当然の形態であること
に加え，小さな部品であって，目立ちにくいことに照らせば，特徴的な形態とはい
えない。
　　　　(エ)　その他の部分
　　　　　　その他，本件全証拠によっても，被告商品において，需要者に強い印
象を与える特徴的な形態を認めることはできない。
　　　イ　これに対し，被告は，①被告商品の形態は，所要の機能を実現するため
ばかりではなく，形態上の違和感を緩和するために選択されていること，②他のド
ール用素体は，所要の機能を実現するために生じる形態上の違和感が緩和されてい
ないこと，③キャラクタードールとカスタマイズドールとは異なるカテゴリーであ
ることから，被告商品の商品等表示性の検討に当たって，被告商品が販売される前
から存在していた商品を考慮すべきではないなどと主張する。しかし，①前記認定
のとおり，被告が特徴的形態であると主張する被告商品形態１ないし３は，機能的
な理由から採られた形態を超えた，需要者に訴える独自の特徴があるといえる部分
はいえないこと，②他のドール用素体においても，被告が被告商品について主張す
るとの同様に，多少なりとも，形態上の違和感を緩和する措置が講じられているこ
と，③需要者がドール用素体を用いて独自のドールを製作する際に，格別，キャラ
クタードールとカスタマイズドールとを区別しているとは認められないことに照ら
せば，被告の上記主張を採用することはできない。
　　(3)　小括
　　　　以上のとおり，被告商品の形態は，不正競争防止法２条１項１号に定める
商品等表示に該当するとはいえないから，被告の不正競争防止法２条１項１号，３
条１項及び４条に基づく請求は，その余の点（なお，仮に，被告商品のごく一部に
特徴的な部分があったとしても，被告商品と原告スタンダード商品との形態上の相
違点を超えて，両商品が類似し，出所に混同を来すと判断することはできない。）



について具体的な判断をするまでもなく，理由がない。
〔甲事件〕
　次に，甲事件について判断する。
　３　争点(1)（虚偽事実の告知流布行為）について
　　(1)　事実認定
　    　前記争いのない事実等，証拠（甲１ないし１３，１６，１７，１９，３
９，乙６，７，９，証人Ｓ，同Ｋ，同Ｔ及び同Ｍ）及び弁論の全趣旨によれば，以
下の事実を認めることができる。
      ア　本件告知行為１について
　　　　(ア)　原告と被告との間の継続的取引の状況
          　被告と原告とは，平成９年３月から取引を開始し，被告が，原告に対
し，ドール用素体等について，以下の業務を委託していた。しかし，被告商品に関
しては，被告は，原告ではなく別の会社に金型の製作を委託した上，原告に対し，
頭部の接着や箱詰め等の作業を委託していた。
　　　　　①　胴体，頭部，靴その他小物及びマスクの金型の製作，洋服及び靴の
抜き型の製作
　　　　　②　ソフトビニールの金型の製作
　　　　　③　アクションフィギュアの金型の製作
　　　　　④　パッケージ用フィルムの製作
　　　　　⑤　植毛，頭部の接着，洋服の縫製，着付け，箱詰め等の作業
　　　　(イ)　原告商品の製造販売の計画及び被告側からの中止要請
          　平成１３年末ころ，被告は，原告が新しいドール用素体の開発を行っ
ているという話を聞いた。そこで，Ｓは，原告の常務であったＮに対し，原告がど
のような素体を開発しているのかを問い合わせた。
　　　　　　平成１４年４月のはじめになって，原告は，被告に対し，原告の製造
する男性ドール用素体と原告商品の見本品を送付した。Ｓは，見本品を見て，原告
商品が被告商品と極めて類似していると判断し，Ｎに対し，原告商品の販売中止方
を求めた。しかし，Ｎは，金型の製造に多額の投資をしていること等もあり，製造
中止の要請を拒否した。これに対して，Ｓは，Ｎに，再度，原告商品の販売中止を
求め，さらに，被告において，原告商品の金型及び原告が製造した原告商品を買い
取るとの提案をしたが，原告は拒否した。被告と原告は，同年５月に静岡で実施さ
れるホビーショーにおいて，協議をすることとした。
　　　　(ウ)　原告と被告との本件業務委託契約の解消
          　原告代表者及びＳと被告代表者とは，平成１４年５月１６日，静岡で
行われたホビーショーにおいて，原告商品の販売について，話合いを行ったが，決
裂した。
　　　　　　被告は，原告に対し，同月２８日，①原告商品が，被告商品の商品等
表示であるその形態と同一であるため，需要者をして，被告商品との誤認混同を生
じさせるおそれが高いこと，②被告商品と競合する原告商品を販売する原告の行為
は，被告の営業上の利益を著しく侵害することから，原告商品を販売する原告の行
為は，債務不履行に当たるなどとして，被告と原告との間の製造委託契約を解除す
る等と記載した「契約解除通知書」と題する文書（以下「本件解除通知書」とい
う。）を送付した。
　　　　(エ)　Ｓの三ツ星商店に対する電話（本件告知行為１）
　　　　　　このような経緯の中で，Ｓは，静岡のホビーショーの直前である平成
１４年５月半ばころ，三ツ星商店のＭに対して，約１時間にわたって，電話で，原
告が原告商品を発売することに関して，概要，①被告は，原告に下請けとして仕事
をさせていたのに，原告は，被告商品と類似した原告商品を売り出した，②しかる
べきところに出て決着をつけるつもりだ，③原告及び原告商品を販売する会社に対
して，訴訟に訴えなければ仕方がない，④今度，原告代表者と静岡のホビーショー
で会うという内容の発言をした。
          　なお，三ツ星商店は，模型，ホビー等を取り扱っている卸問屋であ
り，関東地方では，被告の商品を卸売販売していた唯一の問屋であった。三ツ星商
店は，原告との取引はなかった。
　　　　(オ)　本件告知行為１に対する三ツ星商店及びビートの対応
          ａ　ビートは，玩具・模型の卸売販売，代理店販売を行う会社である。
原告とビートとは，平成１４年３月１３日，原告がビートに対し，原告の商品を継
続的に売り渡すとの商品基本取引契約を締結した。ビートは，同契約に基づいて，



同月末ころ，原告の製造する男性ドール用素体を買い受けて販売を開始した。
            　そして，上記基本取引契約に沿って，ビートは，原告に対し，同年
５月３０日，電話により，①原告商品についての注文書を作成して，ビートの取引
先にファクシミリ等で配布して注文をとる，②同年６月８日を注文の締切日にして
いるので，同月１０日に注文数を集計して，原告に発注すると伝え，その注文書
を，ファクシミリで原告に送付し，原告商品を買い受けて販売する等，販売に関す
る具体的・詳細な準備行為を実施していた。
          ｂ　ところが，三ツ星商店のＭは，同年５月末ころ，ビートの代表者で
あるＧと商談をした際に，同人に対して，①被告のＳから電話で，本件告知行為１
のとおりの内容を伝えられたこと，被告が原告商品について訴えるという動きがあ
ることを話し，さらに，②原告商品の取扱いは慎重にした方がいいとの助言をし
た。
          ｃ　そこで，Ｇは，原告商品について被告から訴えられることを嫌悪し
て，原告との取引を中止することとし，同年６月１３日，原告に対して，その旨を
伝えた。そして，ビートは，原告に対し，同月２５日，①原告商品について，被告
から原告に対し，被告商品と類似しているとの抗議がされていることから，原告と
被告との間の問題が解決するまでは，原告との取引を行わない，②原告から取引先
を開示するように依頼されたが応じることはできない等と記載した「通知書」と題
する文書を送付した。
            　これに対して，原告は，ビートに，ビートに原告商品を発注した取
引先を開示してもらって，原告が直接その取引先に商品を供給する旨の代替案を提
示したが，拒否された。原告は，やむなく，原告商品について，アゾンと取引をす
ることとした。
      イ　本件告知行為２について
　　　　(ア)　原告とトゥールズとの取引
          　トゥールズは，画材商品を販売する会社である。トゥールズの社員で
あるＴは，平成１４年５月ころ，ホビーショーにおいて，原告商品を見て，漫画制
作の人物デッサン用のモデル人形として販売することを考え，同年８月初旬から，
原告と取引関係を結び，原告商品の販売を開始した。
　　　　(イ)　Ｓのバニーコーポレーションに対する電話（本件告知行為２）
　　　　　　バニーコーポレーションは，トゥールズの関連会社であり，被告との
間で取引があった。
　　　　　　Ｓとバニーコーポレーションの営業部係長であったＫとは，平成１４
年８月２０日午後３時ころ，契約書作成の件に関して，電話をしていた。その際，
Ｓは，Ｋに対して，①被告の下請けをしていた原告が，被告商品に類似した原告商
品を製造，販売したこと，②原告を訴えようと思っていること，③さらに，同月１
６日から１８日ころ，コミケというイベントで，トゥールズが，原告商品を販売し
ていた事実を知るにいたったこと等を伝えた。
          　また，Ｓは，トゥールズに対して訴訟を提起することがあるかどう
か，電話の内容をトゥールズに伝えるべきかとのＫからの質問に対して，訴訟を提
起することを示唆し，また，トゥールズに伝えて欲しい旨を回答した。
　　　　(ウ)　本件告知行為２に対するバニーコーポレーションの対応
          　Ｋは，直ちに，上司であるＷに対し，①被告の下請けをしていた原告
が，被告商品に類似した原告商品を製造したこと，②被告が原告を訴えるかもしれ
ないこと，③トゥールズも原告商品を販売しているので，被告に訴えられるかもし
れないことを報告し，この件をトゥールズに伝えるべきである旨進言した。
　　　　　　これを受けて，Ｗは，平成１４年８月２０日午後５時３０分ころ，ト
ゥールズのＴに対し，電話で，①ＫがＳと商談中，原告商品の関係で被告が原告と
トゥールズを訴えるという話が出たこと，②Ｋが，トゥールズはバニーコーポレー
ションの関連会社であることを告げると，Ｓから，この件をトゥールズに知らせて
おいて欲しいと言われたことを伝えた。
　　　　(エ)　本件告知行為２に対するトゥールズの対応
　　　　　ａ　Ｗからの連絡を受けたＴは，平成１４年８月２０日午後５時４５分
ころ，原告代表者に対し，電話で，Ｗから伝えられた本件告知行為２の内容を話
し，トゥールズは，問題に巻き込まれたくない旨を伝えた。これに対し，原告代表
者は，①被告が三ツ星商店に対しても訴えると言ったり，雑誌広告の妨害をしたた
め，被告に対し，後記「本件通知書」を送付したが返事がまだである，②トゥール
ズからも，被告に対し，権利侵害の根拠を示した書面を要求して欲しい等を依頼し



た。
          ｂ　Ｔは，翌２１日午前１０時３５分ころ，バニーコーポレーションの
Ｋに対し，電話で，本件告知行為２におけるＳの発言内容を再確認した。そして，
Ｔは，同日午前１０時５５分ころ，原告代表者からの事実照会のための電話に対し
て，Ｋから再確認したとおりの内容を回答した。
          ｃ　トゥールズは，訴訟に巻き込まれるおそれのある取引は避けるべき
であるとして，原告との取引の中止を決定した。そして，トゥールズは，翌２２
日，原告に対して，以下の内容を記載したＦＡＸ書面を送信した。すなわち，①原
告商品について，Ｓが，Ｋに対し，同月２０日，トゥールズ及び原告を訴えるので
トゥールズに伝えて欲しいと発言したという連絡を受けたこと，②同連絡を受けて
社内で協議した結果，トゥールズによる原告商品の販売を中止することを決定した
等を記載した書面（以下「本件ＦＡＸ書面１」という。）をＦＡＸ送信した。
　　　　(オ)　本件告知行為２に対する原告の事実確認
          ａ　原告は，Ｋから連絡を受けた直後である平成１４年８月２０日午後
６時５０分ころ，被告に対して，事実を確認するため，以下の内容を記載したＦＡ
Ｘを送信した。すなわち，Ｓがバニーコレーションに対して，トゥールズが取り扱
っている原告商品は，被告の権利を侵害しているため，それを扱っている会社及び
原告に対して訴訟をする予定であるので，その取扱いを止めた方がよいという話を
したとのことであるが，そのような事実があるか否かの確認を求める旨を記載した
ＦＡＸ書面（以下「本件ＦＡＸ書面２」という。）を送信した。
          ｂ　これに対して，被告は，同月２２日，原告に，本件告知行為２にお
ける発言の内容について，Ｓに事実確認をした上，ＳがＫに対して，①原告商品を
販売している会社に対して訴訟をするつもりである，②原告商品の取扱いを止めた
方がよい，③トゥールズと原告を訴えるのでトゥールズに伝えて欲しい等の発言を
したことはない等と記載した「平成１４年８月２０日付ＦＡＸによるお問い合わせ
について」と題する書面（以下「本件被告回答書１」という。）を送付した。
          ｃ　原告は，トゥールズに対し，本件被告回答書１を回送した。これに
対して，Ｔは，同書面を見た上で，原告に対し，同月３０日，①原告商品について
の問題は，原告と被告との間の問題であり，その販売先を紛争に巻き込まないとい
う原告と被告との間の覚書，②上記覚書の内容を原告が保証するとともに，原告商
品の販売ができなくなったときは原告の負担で返品等の手続を行うという原告の覚
書があれば，トゥールズと原告との間の取引を再開する等と記載した書面を送付し
た。しかし，原告は，トゥールズに対して，上記の覚書を作成，送付することはで
きなかった。なお，同社は，既に完成していた原告商品に限っては販売した。
      ウ　本件各告知行為に対する原告の質問と被告の回答
        (ア)　原告は，前記「本件ＦＡＸ書面２」の他に，被告に対し，平成１４
年７月２５日，原告代表者がこれまでの経緯等を記載した「契約解除通知書に対す
る反論と質問書」と題する書面とともに，①原告が原告商品を販売する行為が被告
の権利を侵害するという被告の主張の法律的根拠等についての回答を求める，②原
告商品の販売について警告すべき点があれば，原告の取引先に対してではなく，原
告に対してすることを要望する等と記載した「御通知書」と題する書面（以下「本
件通知書」という。）を送付した。
        (イ)　被告は，原告に対し，同月２７日，①原告が原告商品を販売する行
為が，不正競争防止法２条１項１号又は３号に該当する上，被告と原告との間の継
続的製造等委託契約上の秘密保持義務，競業避止義務等に違反する，②原告商品の
販売について，被告が原告の取引先等に対して警告をした事実はない等を記載した
「平成１４年７月２５日付通知書に対する回答書」と題する書面（以下「本件被告
回答書２」という。）を送付した。
　　　エ　Ｓの証言について
        　被告は，Ｓが，①本件告知行為１において，原告商品を販売する会社に
対して，訴訟に訴えなければ仕方がない，②本件告知行為２において，トゥールズ
を訴える予定であり，そのことをトゥールズに伝えておいて欲しいと言ったことは
ないと主張し，証人Ｓは，これに沿う証言をするとともに，Ｓの陳述書（乙７）に
はこれに沿う記載がある。しかし，証人Ｋ，同Ｔ及び同Ｍの各証言，前記ア(オ)及
びイ(ウ)で認定した，ビート及びトゥールズが，それぞれ原告との取引を中止する
に至った経緯，理由，時期，本件ＦＡＸ書面１及び２の記載内容等に照らせば，上
記証言及び陳述書の記載を信用することは到底できない。被告の主張は理由がな
い。



　　(2)　判断
　　　　以上認定した事実を基礎として，本件告知行為１及び２が不正競争防止法
２条１項１３号に定める営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する
行為に該当するか否か等について検討する。
　　　ア　虚偽事実の告知行為の有無
        　当裁判所は，本件告知行為１及び２に係るＳの発言内容が，いずれも営
業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為に該当すると判断する。その
理由は，以下のとおりである。
　　　　　すなわち，本件告知行為１及び２に係るＳの発言内容は，被告の下請け
をしていた原告が被告商品に類似した原告商品を製造，販売したことについて，原
告及び原告商品を販売する者に対して訴訟を提起する意思があるというものであ
る。そして，Ｓは，いかなる法的根拠に基づき，いかなる請求をするかは明言して
いないものの，Ｓが告知した際の諸般の事情を総合すれば，本件告知行為１及び２
は，原告が被告商品に類似した原告商品を製造，販売する行為が被告の何らかの権
利を侵害するため，被告が，原告及び原告商品を販売する者（本件告知行為２にお
いてはトゥールズ）に対して，販売の差止め等を求める権利を有すること，権利行
使の意思があることを告知したものと解される。
        　ところで，前記１及び２で判示したとおり，原告が原告商品を製造，販
売する行為は，被告と原告との間の契約に反するものではないし，不正競争防止法
２条１項１号に該当するものでもなく，その他，本件において，被告が原告に対し
て，原告商品の販売の差止め等を求める権利を有する法的根拠は認められない。そ
して，他人の有する権利を侵害し，そのため差止め等の対象となる商品を原告が製
造し，販売しているとの事実は，当該商品を取り扱うものの営業上の信用に関わ
る，虚偽の事実であるから，本件告知行為１及び２は，いずれも，不正競争防止法
２条１項１３号所定の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し，又は流布する行
為に該当する。
　　　　　これに対し，被告は，原告の主張する事実が認められるとしても，本件
告知行為１及び２におけるＳの発言を聞いた者が真実に反する誤解をすることはあ
り得ないから，Ｓの各発言は，いずれも，営業上の信用を害する虚偽の事実を告知
する行為に該当しないと主張する。しかし，前記判示したところに照らし，被告の
上記主張は採用することはできない。
　　　イ　過失の有無
        　以下のとおりの経緯に照らして，本件告知行為１及び２をするに当た
り，Ｓには過失がある。すなわち，Ｓは，本件告知行為１及び２に先だって，被告
の取引先各社に対して，「被告商品と類似する商品を製造，販売しない旨の義務を
負担することを内容とする業務提携契約書」の作成を求めていた経緯がある（証人
Ｓ）ことに照らすならば，このような契約書が締結されていない本件においては，
被告は原告に対して，原告商品の販売を差し止める権利などを有するものではない
ということを十分に認識していたものと推認できること，Ｓが被告の取締役である
こと，本件告知行為１及び２の相手は，原告，被告と同じ業界に属する会社の担当
者であって，Ｓの発言内容が，直ちに伝わることは容易に推測できること，特に，
本件告知行為２については，バニーコーポレーションとトゥールズとの関係を確認
した上で，トゥールズに伝えるように示唆していること等の事情を総合考慮すれ
ば，いずれの発言についても，Ｓに過失があるものと認められる。Ｓの行為は，被
告の業務を執行する過程で行われたことも明らかである。
　４　争点(2)（損害等）について
　　　そこで，被告の上記不正競争行為によって原告の被った損害等について，判
断する。
　　(1)　損害額
　　　ア　逸失利益
　　　　　原告は，本件告知行為１及び２によって，通常の問屋ルート（アゾンル
ート，ビートルート），画材問屋ルートを通して，原告商品を販売することによる
得べかりし利益を失ったとして，その損害額が４８６５万５１７５円であると主張
する。
        　しかし，以下に詳細に述べるとおり，原告の主張する損害額について，
本件告知行為１及び２と因果関係を有する損害の額を確定することができない。す
なわち，
　　　　(ア)　通常の問屋ルートで売上げられたはずの販売額



　　　　　　原告は，本件告知行為１及び２がなければ，アゾンが十分な広告を
し，また，アゾン及びビートが現在よりも多くの取引先と取引をすることができた
ので，原告の売上げが増加していたと主張し，甲３９（アゾン作成の「オビツボデ
ィ販売実績と予測数量」と題する文書）及び甲４６（原告代表者の陳述書）には，
これに沿う記載がある。なお，甲３９によれば，アゾンにおける原告商品の売上げ
は，約１８か月間の合計が２３９８万円である旨記載されている。
　　　　　　しかし，上記記載は，一方的な推測を述べたものにすぎず，具体的な
裏付けを欠いているから，直ちにこれを採用することはできず，その他，原告の主
張を認めるに足りる的確な証拠はない。
　　　　(イ)　画材問屋ルートで売上げられたはずの販売額
            原告は，本件告知行為１及び２がなければ，現在原告商品を取り扱っ
ているエスイーがより多くの問屋と取引をすることができ，また，トゥールズが原
告との取引を中止してから原告がエスイーと取引を開始するまでの間，トゥールズ
と取引をすることができたので，原告の売上げが増加していたと主張し，甲４２
（エスイー作成の「デリータードール販売実績報告書」と題する文書）及び甲４６
には，これに沿う記載がある。
　　　　　　しかし，上記記載のうち，エスイーが現在よりも多くの問屋と取引を
することができたという部分は，一方的な推測を述べたものにすぎず，具体的な裏
付けを欠いているから，直ちにこれを採用することはできず，その他，上記部分に
ついての原告の主張を認めるに足りる的確な証拠はない。
　　　イ　無形損害
        (ア)　前記詳細に認定したとおり，ビートは，平成１４年６月１３日ころ
に本件告知行為１を直接の理由として，また，トゥールズは，同年８月２２日に本
件告知行為２を直接の理由として，それぞれ，原告との取引を中止していること，
原告が原告商品の製造，販売を開始した重要な時期において，原告の企画するとお
りの販売ができなかったことに照らすならば，Ｓのした本件各告知行為によって，
原告が被った財産上の損害は，必ずしも少なくないと推認される。
          　確かに，アで述べたとおり，本件各告知行為と因果関係を有する財産
上の損害の額については，必ずしも確定的に，認定・判断することができないが，
確定的に損害額を認定することができない点については，無形損害の算定に当たっ
ての，その一事情として考慮することとする。
            そうすると，本件告知行為１及び２における告知内容，相手方の状
況，ビート及びトゥールズが取引を中止した状況，原告がその後に原告商品を販売
することができた前記アの売上実績，原告商品等この種の商品の利益率（原告は，
原告商品の利益率について３５％と主張し，被告はこの種の商品の利益率を３８％
と主張する。）及び原告の受けた信用毀損の程度等，本件記録からうかがわれる諸
事情を総合考慮すると，原告の被った損害は，有形，無形を含めて３００万円と認
めるのが相当である。
        (イ)　これに対し，原告は，被告の不正競争行為によって，業界誌「ホビ
ージャパン」及び「電撃ホビーマガジン」から，原告商品の広告等掲載依頼が拒否
されたと主張し，証拠（甲４４ないし４６）によれば，業界誌「ホビージャパン」
及び「電撃ホビーマガジン」から，原告商品が被告商品に類似していることを理由
として被告が原告に対して訴訟を提起するという情報があるため，原告による原告
商品の広告等掲載依頼が拒否されたことが窺える。しかし，本件全証拠によって
も，本件告知行為１及び２と上記事実との間に，因果関係の存在を認めることはで
きないから，原告の上記主張は採用することができない。
  　　　　　また，被告は，ビート及びトゥールズが原告との取引を中止したの
は，被告の不正競争行為によるものではないし，原告に無形損害が生じているとす
れば，それは，原告商品が模倣品として警告されていることを原告自身が流布した
からである旨主張する。しかし，本件告知行為１及び２によりビート及びトゥール
ズが原告との取引を中止したことは，前記認定のとおりである上，本件全証拠によ
っても，原告商品が模倣品として警告されていることを原告自身が流布したことに
より，原告の信用が毀損されたことを認めることはできないから，被告の上記主張
は採用することができない。
　　　ウ　弁護士費用
　　　　　原告が本件訴訟の提起・遂行を原告代理人に委任したことは記録上明ら
かであるところ，本件訴訟の内容，認容額，難易度その他一切の事情を考慮すれ
ば，本件告知行為１及び２と相当因果関係のある弁護士費用は１００万円が相当で



ある。
　　　エ　小括
　　　　　以上のとおり，原告が本件告知行為１及び２により被った損害額は，合
計４００万円となる。
　　(2)　営業誹謗行為の差止め及び信用回復措置の必要性
      　被告は，自己の取引先の従業員に対して，口頭で営業誹謗行為を行ったに
すぎないこと等に照らせば，被告が営業誹謗行為を現に反復継続して行い，又は行
うおそれがあると認めることはできない。したがって，原告の被告に対する営業誹
謗行為の差止めを求める請求は理由がない。
      　また，上記判示したところに照らせば，原告の侵害回復措置を求める請求
については，その必要性がない。
　５　結論
　　　よって，原告の請求は，損害金４００万円及びこれに対する平成１４年１１
月１１日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理
由があるからこれを認容し，その余の請求は理由がないから棄却する。また，被告
の請求は，いずれも理由がないから棄却する。

  　　東京地方裁判所民事第２９部
        
                裁判長裁判官　　　　　　　飯　　村　　敏　　明

                      裁判官 　　　　     榎　　戸　　道　　也

                      裁判官  　　　　    一　　場　　康　　宏

（別紙）
                      製　品　目　録

１　オビツボディ　女性バージョン　スタンダード
２　オビツボディ　女性バージョン　ソフトバスト－１
３　オビツボディ　女性バージョン　ソフトバスト－２
４　その他株式会社オビツ製作所の製作した女性可動人形用素体
５　上記各製品のオプションパーツ類(頭部、靴、その他付属アクセサリー)

（別紙）
                  陳　述　内　容　目　録

「当社において、株式会社オビツ製作所の製作した可動人形用素体『オビツボディ
　女性バージョン　スタンダード、オビツボディ　女性バージョン　ソフトバスト
－１、オビツボディ　女性バージョン　ソフトバスト－２、その他オビツ製作所の
製作した女性素体、上記各製品のオプションパーツ類(頭部、靴、その他付属アクセ
サリー)』が当社の製作した可動人形用素体『ＥＢボディ、ＮＥＷ－ＥＢボディ、Ｎ
ＥＯ－ＥＢボディ、エレガント、ビューティーＡ、Ｂ、Ｃ』と類似しているかのよ
うな宣伝および陳述をし、貴社の商品の名声を傷つけ且つ貴社の信用を毀損し、そ
の結果営業を妨害しましたことは誠に申し訳ありません。ここに謝罪するととも
に、今後はこのような宣伝および陳述をしないことを誓います。」

（別紙）
別紙第１目録別紙第３目録別紙第４目録別紙第５目録


